
第 736 回 通 関 協 議 会 （本関地区） 

 

１． 日  時   令和２年１月８日（水） １２時から 

 

２． 場  所   横浜税関本関 ７階 大会議室 

 

３． 加藤次長挨拶 

 

４． 議 題 等 （敬称略） 

 

(1)  令和２年１月１日から同年 12 月 31 日までの延滞税等の割合について 

         山田 収納課長 

 

(2)  バター及びイヌリンに係る輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動について 

         永井 統括審査官 （通関総括第３部門） 

 

  その他・連絡事項等 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催予定日  令和２年２月１３日（木） １２：００～ 

開 催 場 所   横浜税関本関 ７階 大会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 



８．９％
（※注２）

財務大臣が告示した割合0.6％　＋　１％ ＋　７．３％

令和2年1月1日から同年12月31日までの延滞税等の割合について

本則
　　　特　例 【現行】
    　　　（平成25年度改正　平成26年1月1日施行）

令和２年

　財務大臣告示
　割合:0.6％

（参考）
令和元年

　財務大臣告示
  割合0.6％

２．６％
（※注２）

財務大臣が告示した割合0.6％　＋　１％ ＋　１％

【特例基準割合】（※注１）

延 滞 税

内　容

法定納期限を徒過
し履行遅滞となっ
た納税者に課され
るもの

　②国税通則法

　　　　第60条第2項（延滞税の割合）、第58条第1項（還付加算金の割合）

　③租税特別措置法

　　　　第94条第1項（延滞税の割合の特例）、第95条（還付加算金の割合の特例）

　④地方税法

　　　　第72条の100第2項（貨物割に係る延滞税）、第72条の104第3項（貨物割に係る還付加算金）、第72条の106第1項（貨物割に係る延滞税の計算）、同条第2項（貨物割に係る還付加算金の計算）

（※注１）　「特例基準割合」　：　各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに
　　　　　　　　　　　　　　　　　財務大臣が告示する割合に、年1％の割合を加算した割合をいう　(租税特別措置法第93条第2項）。

＜根拠法令＞
　①関税法

　　　　第12条第1項（延滞税の割合）、第13条第2項（還付加算金の割合）、附則（昭29.4法61）第3項（延滞税の割合の特例）（※注２）、 第5項（還付加算金の割合の特例）（※注３）

　

還付加算金
国から納税者への過誤納
金の還付等に付される利息 ７．３％ １．６％ １．６％

財務大臣が告示した割合0.6％　＋　１％

納期限の翌日から２か月を
経過する日まで
（納期限後２ヶ月以内について
は、早期納付を促す観点から
低い利率）

７．３％ ２．６％

【特例基準割合】（※注１）（※注3）

【特例基準割合】（※注１）
納期限の翌日から２か月を
経過する日後 １４．６％ ８．９％

令和 2年 1月 8日

横浜税関業務部収納課







 

 

 

 

バター及びイヌリンに係る特別緊急関税の発動について 

 

ＮＡＣＣＳ掲示板からの転載 

【利用者の皆様へ】バター及びイヌリン（別表第 1の 6の 11の項及び 20の項）に係る特別緊急

関税の発動について 

2019年 12月 27日 

 

関税暫定措置法第 7条の 3第 1項の規定に基づき、バター及びイヌリン（別表第 1の 6の 11の項及び 20の

項）に対して令和 2年 1月 1日から同年 3月 31日までの間、特別緊急関税が加算されます。 

適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、業務コード集「5-1．NACCS用品目コード（輸入）」

中、「暫定法第 7条の 3発動時のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。 

なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。 

 

※暫定法第 7条の 3発動時の NACCS用品目コードについては令和 2年 1月 1日から使用可能となります。 

 

 

【バター及びイヌリン（別表第 1の 6の 11の項及び 20の項）に係る発動対象品目】 

 

番号・細分 
ＮＡＣＣＳ用 

品目コード 
備考 

040510129† 

0405101292 その他のもの（通常時） 

0405100010 その他のもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405100032 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（通常時） 

0405100043 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405100076 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、暫定税率を適用するもの（暫

定法第 7条の 3発動時） 

0405100080 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、WTO協定税率を適用するも

の（暫定法第 7条の 3発動時） 

040510229† 

0405102294 その他のもの（通常時） 

0405100021 その他のもの（暫定法第 7条の 3発動時） 
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0405100054 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（通常時） 

0405100065 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405100091 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、暫定税率を適用するもの（暫

定法第 7条の 3発動時） 

0405108992 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、WTO協定税率を適用するも

の（暫定法第 7条の 3発動時） 

040520090† 

0405200902 その他のもの（通常時） 

0405200014 その他のもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405200025 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（通常時） 

0405200036 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405200040 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、暫定税率を適用するもの（暫

定法第 7条の 3発動時） 

0405200051 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、WTO協定税率を適用するも

の（暫定法第 7条の 3発動時） 

040590190† 

0405901904 その他のもの（通常時） 

0405900014 その他のもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405900036 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（通常時） 

0405900040 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405900073 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、暫定税率を適用するもの（暫

定法第 7条の 3発動時） 

0405900084 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、WTO協定税率を適用するも

の（暫定法第 7条の 3発動時） 

040590229† 

0405902291 その他のもの（通常時） 

0405900025 その他のもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405900051 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（通常時） 

0405900062 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

0405900095 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、暫定税率を適用するもの（暫

定法第 7条の 3発動時） 

0405908996 
TPP11協定に基づく原産品申告書があるもので、WTO協定税率を適用するも

の（暫定法第 7条の 3発動時） 



110820090† 

1108200903 その他のもの（通常時） 

1108200015 その他のもの（暫定法第 7条の 3発動時） 

1108200026 TPP11協定及び米国協定に基づく関税割当証明書があるもの（通常時） 

1108200030 
TPP11協定及び米国協定に基づく関税割当証明書があるもの（暫定法第 7条

の 3発動時） 

 


